
 

1 
 

 

マレーシア汚職防止委員会法改正における留意点 
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One Asia Lawyers  

 

１． イントロダクション 

マレーシアでは、汚職対策として汚職防止委員会（Malaysian Anti-Corruption Commission：以下

「MACC」）を設置し、汚職防止やそれに関わる規則を定めたマレーシア汚職防止委員会法

（Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009：以下「MACC法」）が施行されています。 

特に、マレーシアにおいては、シンガポールなどと同じく、公務員への汚職行為だけではなく、私

人間の汚職行為も罰せられる規定となっているため、注意が必要となります。 

世界の汚職防止を目指す非政府組織トランスペアレンシー・インターナショナルによる「汚職認識

指数（Corruption Perception Index: CPI）2017」1で、マレーシアは世界 180カ国中 62位、東南アジア

ではシンガポール（世界 6位）、ブルネイ（世界 32位）に次ぐ 3位となっていますが、依然として

汚職による逮捕者は減少せず2、汚職は大きな問題となっています。 

 

これまでの MACC法では、個人を違反・罰則の対象としていましたが、責任の範囲を会社に拡大

するための同法改正法（Malaysian Anti-Corruption Commission (Amendment) Act 2018：以下「MACC

改正法」）が、2018年 5月 4日に公布されました。今回の改正では、会社が組織内における汚職防止

の対策を講じることを奨励するため、会社の責任に関する規定（MACC改正法 4条により追加された

MACC法 17A条：以下「新 17A条」）が追加されています。これは実際に汚職を行った従業員など

の会社関係者だけではなく、適切な汚職防止措置をとったことについての反証がない限り、会社にも

責任が負わされる両罰規定となっており、マレーシアにおける贈賄に関する重要な改正と考えられま

すので、新 17A条の主な内容を以下で説明させていただきます。 

なお、MACC改正法は新 17A条追加以外の条項につき、2018年 10月 1日に施行されています。新

17A条は 2020年までに施行されるとの新聞報道がありますが、施行時期について、今後の動向に注

意が必要となります。 

 

２． 会社の責任 

会社関係者（a person associated with the commercial 

organization）が、会社のために事業（あるいは事業

遂行上の利点）を得るまたは維持することを意図し

て、利益の供与、供与への同意、約束または申出を

行った場合、当該会社に対する罰則が適用されます

（新 17A条 1項、2項）。 

 

３． 適用対象（Commercial Organization） 

以下にあてはまる会社は Commercial Organization

とみなされ、MACC法の適用対象となります（新 17A 条 8項）。 

                                                           
1 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 

2 MACC ウェブサイトによると、汚職による逮捕者数は、2015年に 841人、2016年に 939人、2017年に 879

人、2018年 10月末時点で 821人と発表されています。<http://www.sprm.gov.my/index.php/en/enforcement/statistics-

on-arrests> 
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i. マレーシア国内外を問わず事業を行うすべてのマレーシア会社 

ii. 事業または事業の一部をマレーシア国内で行う会社 

iii. マレーシア国内外で事業を行うマレーシアの組合または有限責任事業組合 

iv. 事業または事業の一部をマレーシア国内で行う外国の組合 

 

４． 会社関係者 

会社関係者には、取締役、パートナー、従業員のほか、会社のために役務を提供する者も含まれま

す（新 17A条 6項）。「会社のために役務を提供する者」は広く解釈されることを意図したものであ

り、「会社のために役務を提供する者」とみなされるかどうかは、関連するすべての状況を考慮して

判断されることになります（新 17A条 7項）。 

 

５． 取締役・管理者の責任 

以下の人物は、会社内での汚職について原則として会社と同様の責任を負います（新 17A条 3

項）。 

i. 取締役、管理者、役員、パートナー 

ii. 問題となる汚職の管理に関係する者 

 

ただし、上記の人物で責任を問われた人物は、以下の 2点を証明すれば責任を負わない旨、規定さ

れています。 

a. 汚職行為が自身の同意なく行われたこと 

b. 汚職行為を防止するための適切な注意を払っていたこと 

 

６． 適切な措置の証明 

汚職の責任を問われた会社は、汚職行為を防止するための適切な措置を講じてきたことを証明して

免責を主張することができます（新 17A条 4項）。 

 

７． 罰則 

汚職行為について有罪判決を受けた場合、会社、取締役、役員および管理者は以下に挙げる罰則の

いずれか又はその両方を科せられることが規定されています（新 17A条 2項）。 

i. 贈賄の対象となった利益の 10倍又は 100万リンギットのいずれか高い方の額を上限とする罰金 

ii. 20年以下の禁固刑 

 

８． おわりに 

上述の会社に対する責任は 2020年までに施行されると報道されています。この施行がなされた場

合、マレーシアのローカル社員が行った汚職行為の責任が、その会社・取締役まで及ぶ可能性がある

ため、マレーシアで事業を行う会社は、汚職防止に対する適切な対策を策定して組織運営を実施する

ことが重要になるかと思料致します。 

この場合の具体的に適切な対策とは、①汚職防止規定の策定だけにとどまらず、②研修・セミナー

などの周知徹底のための活動、③汚職に関する監査の実行、④汚職防止のための内部通報制度の設置

などが考えられ、実効性のある内部統制・コンプライアンス対応を行う必要があります。 

 

以 上 

 

◆One Asia Lawyers◆ 
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「One Asia Lawyers」は、日本および ASEAN各国の法律に関するアドバイスを、シームレスに、一

つのワン・ファームとして、ワン・ストップで提供するために設立された日本で最初の ASEAN 法

務特化型の法律事務所です。 

当事務所メンバーは、日本および ASEAN 各国の法律実務に精通した専門家で構成されています。

日本および ASEAN 各国にオフィス・メンバーファームを構えることにより、日本を含めた各オフィ

スから ASEAN各国の法律を一括して提供できる体制を整えることに注力しております。 

本記事に関するご照会は以下までお願い致します。 

info@oneasia.legal 
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